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町の人口（11月 1日現在）

人　口 8,472人  減     3人
　　男 4,269人  減     3人
　　女 4,203人  増減なし
世帯数 4,647世帯  増減なし

10月中 転入ほか…  40人（うち出生 2人）

の異動 転出ほか…  43人（うち死亡 　7人）

 世帯数 男  女  人口計
 三　根 2,106 1,954 1,858 3,812
大賀郷 1,581 1,415 1,427 2,842
樫　立 314 290 284 574
中之郷 411 402 402 804
末　吉 235 208 232 440

▲▲▲▲

▲▲▲▲

▲▲▲▲

各地域の人口・世帯数

目　次

▲▲▲ ▲

12月

02-03 はちじょうトピックス　　  　10-11 長寿医療制度 /親 医療証現況届　ほか

04-05 国民年金 /国保だより　ほか   12-13 ノヤギ拡散防止網 /生鮮食料品物価　ほか

06-07 税のお知らせ /環境だより   14-15 みんなのオリンピック /演芸大会　ほか

08-09 教育委員会だより /母子保健　ほか　　　　 　 　16-17 年末年始業務案内 /おじゃれ 11万人 ほか

ご協力ありがとうございました !
　東京都・八丈町・青ヶ島村

合同総合防災訓練

ダイナミックな救助訓練の連続！
10月21日（火）三原会場にて
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● INFORMATION　はちじょうトピックス

は ち じ ょ うは ち じ ょ う
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● INFORMATION　はちじょうトピックス
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　● INFORMATION　国民年金

国民年金 

ねんきん特別便に関する問い合わせ
ねんきん特別便専用ダイヤル
電話 0570-058-555
（IP電話・PHSからは 03-6700-1144）
●受付時間・月曜日～金曜日
　午前 9時～午後 8時　
 ・第二土曜日　午前 9時～午後 5時

問い合わせ
個人情報提供サービスに関すること
・社会保険業務センター記録提供課
  電話 0422-76-1155

年金加入記録に関すること
・ねんきんダイヤル　
  電話 0570-05-1165
  （IP電話・PHSからは、03-6700-1165）

社会保険事務所職員
を名乗る、
振り込め詐欺が
発生しております。
ご注意ください。

　社会保険庁では、すべての年金受給者及び加入
者の方に対し「ねんきん特別便」をお届けしてい
ます。
　受け取られた方は、年金記録を確認いただき、
「もれ」や「間違い」がない場合も、必ず回答をお
願いします。特に旧姓で年金制度に加入したこと
がある方は、「年金加入記録回答票」に旧姓の記入
もお願いします。
　「ねんきん特別便」がまだ届かないという方は、
基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、お問
い合わせください。

　国民年金は、日本に住所を有する 20歳以上 60
歳未満の方が加入する制度です。外国籍の方でも国
民年金に加入しなければなりません。
　国民年金に加入をして、受給要件を満たせば「老
齢基礎年金」はもちろん、万が一、病気やケガによっ
て障害が残った場合には「障害基礎年金」、不幸に
も亡くなられた場合には、その妻や子に「遺族基礎
年金」が支給されます。
　また、短期間で帰国し受給要件を満たさなかった
場合でも、保険料の支払い期間が 6か月以上あれ
ば、帰国後 2年以内に請求することにより、「脱退
一時金」が受け取れます。
　加入手続きは、外国人登録をしている区市町村の
国民年金担当窓口にて行ってください。ただし、以
下の方は加入手続きの必要はありません。
○厚生年金保険に加入している方
○厚生年金保険・共済組合に加入している方の被扶
　養配偶者
○日本と社会保障協定が結ばれている国の出身で、
　日本の年金制度への加入が免除されている方

「ねんきん特別便」年金記録の確認に
     　　　　　　　　　ご協力ください

外国籍の方も国民年金に加入が必要です

インターネットで年金加入記録を確認できる　「年金個人情報提供サービス」
　社会保険庁ホームページでは、24時間いつでも自分の年金個人情報を確認することができる「年金個人情
報提供サービス」を行っています。※老齢年金を受けている方や共済組合の組合員の方はご利用になれません。
　このサービスでは、
　　① 公的年金制度の加入履歴（加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等）
　　② 国民年金の保険料納付状況
　　③ 厚生年金・船員保険の標準報酬月額、標準賞与額
　などを確認することができます。
　ただし、このサービスのご利用には、あらかじめ「ユーザー ID・パスワード」の発行を受ける必要があ
ります。基礎年金番号がわかるもの（年金手帳または、基礎年金番号通知書など）をご用意のうえ、ホームペー
ジ上から申し込んでください。
　なお、「ユーザー ID・パスワード」の発行までには、二週間程度の期間を要します。ご了承ください。

■問い合わせ  住民課国保年金係　内線 236
　港社会保険事務所　電話 03-5401-3211
　社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/
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国保だより／町長上京日記／ 10月の主な会議

国保だより ■問い合わせ  住民課国保年金係　内線 235

国保税の納め忘れは、ございませんか ?
　国保税は、被保険者の皆さんが安心して医療を受けられる国保制度の約 4割を占める重要な
財源です。納め忘れのないよう、ご注意ください。

　災害その他特別な事情がないにもかかわらず、納付約束を守っていない方、納付相談・指導
に応じようとしない方、また、納付されない方には、保険証の返還を求め、代わりに資格証明書
が交付されます。
　この資格証明書で医療機関等にかかった場合、保険証のように保険給付が受けられず、かかっ
た医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
　納税に関するご相談は、税務課税務係（内線 222）まで。

国保被保険者で事業主健診を受診された方へお願い
　国保被保険者の方で、労働安全衛生法に基づく勤務先の事業主が行なう健診（事業主健診）
を受診された方は、その事業主健診が特定健康診査として扱われます。
　そして、国保の保険者である八丈町は、その皆さんの健診結果について把握するよう義務付
けされております。事業所から皆さんに出された健診結果の写しは、住民課国保年金係へご提
出ください。
　本制度にご理解、ご協力をお願いします。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆様、納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
※その他、国民健康保険証や制度などについて分からないことや、疑問に思うことがありまし
　たら、いつでもご相談ください。

8日～ 11日
○ ANA822便にて上京
○東京都介護保険審査会
○介護老人保健施設打合せ
○日本医科大学表敬訪問
○ ANA749便にて能登空港へ
○全国避難港活性化協議会通常総会
○全国避難港活性化協議会懇親会
○石川県輪島市現地視察
○ ANA748便にて羽田空港へ
○ ANA829便にて帰島

23日～ 30日
○ ANA822便にて上京
○東京都島嶼町村会による東京都への要望活動
○第 11回地蔵通りふるさとまつり
○杏林大学表敬訪問
○土地改良事業団体連合会との打合せ
○東京都砂防促進大会
○東京海区漁業調整委員会
○関東地区港湾整備振興大会
○港湾整備振興全国大会
○ ANA829便にて帰島

15日～ 18日
○ ANA822便にて上京
○東京都島嶼町村一部　
　事務組合第 2回臨時会
○東京都農林・漁業振興
　対策審議会
○ ANA823便にて帰島

町長上京日記町長上京日記町長上京日記町長上京日記 10月
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● INFORMATION　税のお知らせ

償却資産の申告
　 償却資産を所有している方は、平成 21年 1月１日現在の所
有状況を平成 21年 2月 2日（月）までに申告してください。

償却資産とは…
　土地、家屋以外の固定資産で、農業者・漁業者・会社や
個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のた
めに用いる機械・器具・備品などの事業用資産のうち、法
人税または所得税の申告において減価償却の対象となる次
のような資産です。
※自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資
   産の範囲から除かれます。
(1)構築物（ビニールハウスなど）
(2)機械及び装置（ポンプ・動力配線設備など )
(3)船舶
(4)車両及び運搬具 (大型特殊自動車など )
(5)工具・器具及び備品 (いす ･机 ･測定工具 ･ロッカー ･
　 パソコンなど )

 町税の納付は便利な口座振替を
　 

 手続きのできる金融機関　
   ○七島信用組合　○みずほ銀行　○郵便局
注意しましょう　
　口座の預貯金が不足していると振替（払込）が
できませんので、預貯金残高にご注意ください。
振替ができなかった場合は、後日送付する納付書
で納付してください。（再振替は行いません。）

 住民税・固定資産税が変わります
　住民税
   ○　寄附金控除が平成 21年度（平成 20年分所得）から変わります。
     （1）控除の方法が、所得控除から税額控除へと変更されました。
     （2）適用下限額が、10万円から 5千円へと引き下げられました。
     （3）5千円を超える寄附をすれば、超えた部分について控除が受けられます。
     （4）控除の上限額が、総所得金額等の 25％から 30％へと引き上げられました。
     （5）今までは、地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部だけが住民税の寄附金控除の対象であっ   
　　 　たものが、町内に事務所または事業所を有する社会福祉法人、認定特定非営利活動法人が新たに寄附金控    
　　　　除の対象となりました。
    （6）地方公共団体に対する寄附については、住民税の所得割のおおむね 1割を限度に適用下限額を超える部分
　　　　について所得税と合わせて全額控除できるようになりました。
　  ○住宅ローン控除
      　平成 11年から平成 18年までの入居者で、所得税において住宅ローン控除の適用がある場合、所得税で　
　　　控除し きれない残額については、申告により住民税の所得割から減額します。
　　 所得税の確定申告を行う人　　　　　　住民税減額申請書を確定申告書とともに提出
　　所得税の確定申告を行わない人　　　　住民税減額申請書を源泉徴収票とともに町に提出
　　申告は、平成 21年 3月 16日（月）までに行ってください。

　固定資産税

　○新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が延長されます
      新築住宅に係る固定資産税の 2分の 1の減額措置が、平成 22年 3月 31日までに建築した住宅も受  
　　けられるようになりました。

　簡単な手続きで、申し込むことがで 　　きます。
預金口座がある金融機関または、郵便局の窓口
に、預金通帳・届出印を持参して、申し込んで
ください。

今月の納期限および口座振日
  1日（月）　国民健康保険税　第 5期　　
 25日（木）　固定資産税　第 3期　
   　国民健康保険税　第 6期
※納付した国民健康保険税は、所得税・
   住民税の社会保険料控除の対象になります。
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　● INFORMATION　環境だより

環境だより  
   ごみがある限り、適正に処分するため管理型最終処分場が必要です

　　

　　管理型最終処分場に関するQ&A
      　Q1.八丈島に管理型最終処分場は必要？

     　Q2.大島の管理型最終処分場へ、いつまでも焼却灰を送れる ?
　　

　　　  Q3.管理型最終処分場はもっと小さくてもよい？
　　

  
　   　

  

　八丈町では、ごみ処理問題協議会において八丈町のごみ処理に関する様々な問題を協議しています。 
検討内容は、「第一に廃棄物の発生を抑制し、第二に排出された循環可能な資源をできるだけ資源と
して利用する。第三にどうしても利用できないものを適正に処理する」という一連の流れを無理なく
続けていくことを基本的な考え方として、ごみを減らす方法を検討しています。
　また、八丈町クリーンセンターの適正燃焼と延命化を図るため、廃食油のバイオディーゼル燃料化、
　ダンボール等の紙類の再資源化事業の検討に取り組んでいます。

一般廃棄物処理手数料
　事業を行っている方などに納めていただく、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の前期の
納期 限が過ぎました。まだ納めていない事業者は、速やかに納付してください。
　納付書を紛失された方は再発行しますので、住民課環境係まで申し出てください。

八丈町火葬場の使用
　火葬時の待合棟の使用は、火葬待合中に 1・2階を使用することができますが、使用後 は使 用者
に清掃及びゴミの持ち帰りをお願いしています。（ゴミ袋は使用者がご用意ください。）　  　　※広報 11月号折り込みの新火葬場パンフレットで、利用方法などを確認してください。

     A　　将来、8町村が排出する焼却灰及び不燃ごみから、必要な大きさ・施設数が計画されています。
　  今後、各町村がごみの減量化に取り組むことで、処分場の容量を小さくするという考え方もあり
　 ますが、長期的に見て第二、第三の処分場を建設するのは、大変不経済であり、環境にも負荷を
　 かけることから、現計画規模の処分場で可能な限り延命化を図っていきたいと考えています。

　 A　当初の計画では、八丈島の処分場は大島と同時期に完成する予定でしたが、やむを得ず八丈
　島に処分場が完成する平成 23年 3月まで大島の処分場に埋め立てをお願いしなければなりませ
　ん。八丈島処分場建設に向けて、大島町民のご理解の基、受け入れて頂いています。伊豆諸島で
　一番多く焼却灰を排出している八丈町に、一刻も早く処分場を建設し処分場の負担を軽減して、
　延命化を図らなくてはなりません。処分場は、8町村の事業で各町村がきびしい財政状況の中か
　ら負担金を出し合い建設し運営します。八丈町も負担しているから、大島の処分場に焼却灰をい
　つまでも送って当然ということではありません。他の村に比べ、大量（3～ 106倍）の焼却灰を
　排出する八丈町としての責任を果たさなければりません。

　Ａ　焼却ごみがある限り焼却灰は必ず出ます。焼却灰の量を減らすことは可能ですが、ゼロには
　なりません。また、不燃ごみについても、リサイクルしきれないものは、必ず発生します。島しょ
　地域で発生するごみは島しょ地域内で処理するという考え方に基づき、これらのごみを適正に処
　分するため管理型最終処分場は必要です。

 ■問い合わせ  住民課環境係　内線 233・234



   八丈町教育委員会では、中学校入学を迎えるご
家庭に「就学支援シート」を送付します。
   この「就学支援シート」は、小学校やご家庭で
今まで大切にしてきたことや、中学校に引き継ぎ
たいことを記入して、提出していただくことで充
実した学校生活を送ることができるように作成す
るものです。
   各学校では、「就学支援シート」をもとにお子
さんの成長の様子を早期に把握することで、さら
にきめ細かな教育活動を行うことが可能となりま
す。ぜひご活用ください。
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● INFORMATION　教育委員会だより／図書館からのお知らせ

1２月の学校行事
小学校
  １日 ( 月 ) ～５日 (金 ) 小作品展　三原小
　   ５日 ( 金 ) 持久走大会　大賀郷小
   　　　　　午前１０時１５分～
１１日 (木 ) マラソン記録会　末吉小
１２日 (金 ) 持久走大会　三原小
    　　　　 午前１０時５０分 富次朗商店スタート

中学校入学を迎えるご家庭へ   

教育相談室より   

教育委員会だより  ■問い合わせ　教育課庶務課　電話２－０７９７

   プレゼントやお年玉など、年末から年始にかけて、
子どもがおとなからものをもらう機会が多くなりま
す。欲しかったものが手に入ったときのうれしさは
格別で、子どもの笑顔見たさに、おとなからのプレ
ゼント攻勢が続く一方で、子どもからは、お年玉の
額でおとなを評価するような言葉が聞かれることす
らあります。
   ここで考えておきたいことは、ごほうびとプレゼ
ントの違いです。ごほうびは、あくまでもある行為
をほめてそれを奨励しようと意図で与える金品、つ
まり「……ができたから」という条件が付くのに対し、
プレゼントは感謝やお祝など相手を

大切に思う気持ちを表すかたちのひとつです。ごほ
うびは度が過ぎると、それがなければものごとに取
り組まない傾向を助長する心配があります。それに
対してプレゼントは、基本的には何の見返りも望ま
ない、いわば「無償の愛の表現」ともいえます。
   クリスマスやお正月など、子どもにものを与える
ときは、物やお金に対する適切な感覚を育てること
に配慮しながら、自分の存在が無条件で受け入れら
れていることが子どもに伝わるようなことばを添え
てやりたいものです。　　（教育相談員　伊藤　宏）

八丈町教育相談室　      毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時　 電話・ＦＡＸ　２ー０５９１

　　　　　　　　　      E-mail soudanhachijo@ybb.ne.jp

●おはなしボランティア大募集！！

    

●新着図書　
   『ガリレオの苦悩』　　　東野圭吾 /著　
   『寂聴と読む源氏物語』　瀬戸内寂聴／著
  
   『シップ船長とくじら』　かどのえいこ／さく
   『聖夜のおくりもの』　　トリシャ・ロマンス／文・絵

＊このほかにも毎週たくさん図書が来ています。
   詳しくは八丈町ホームページをご覧ください＊

●今月のおはなし会　１３日（土）
   １０時～１１時　こどものほんのへや

●休館日　毎週月曜日・23日（火・天皇誕生日）
　

●開館時間　午前 9時 30分～午後 5時

■問い合わせ　教育課生涯学習係　電話　2-0797

      来年 1月～ 3月のおはなし会で、子供たちへの読み聞かせや手遊びなどを行っていただく、おは  
　なしボランティアを募集しています。経験は問いません。興味をお持ちの方、ご応募されたい方　
　は、図書館カウンターまでお問い合わせください。

    年末年始は 28日 ( 日 ) から 1月 5日 ( 月 )
    まで休館となります。 

中学校
２１日 (日 ) 意見発表会　三原中
小・中学校
２５日 (木 ) 終業式
２６日 (金 ) ～１月７日 (水 ) 冬季休業日



広報はちじょう

9

　● INFORMATION　母子保健／予防接種／家庭支援センター／アンケート

母 子 保 健  

・今月の健康診査　会場：保健福祉センター

予約制予防接種
(麻しん風しん混合・三種混合 )

12月 10日（水）・24日（水）
午後 2時 30分～ 3時 (予約制 )
場所　町立八丈病院小児科

　町の集団接種（BCG・ポリオを
除く）を受けられなかった方で接
種を希望される方は、予約をして
ください。
　受付締切は、接種希望日の 1週間
前です。

■予約受付・問い合わせ
　健康課保健係　電話 2-5570

子ども家庭支援センターからのお知らせ
　
  開館日　　平日　午前 9時～午後 5時
 土日、祝日、年末年始はお休みです

 交流ひろばの催し　毎週水曜日 10時から
 12・1月
 ・12月 3日　新聞で遊ぼう
           10日　麻ひもがへんし～ん！！
           17日　クリスマス飾り作り　　　 
　　　 24日　クリスマスの帽子を作ろう 
    ・1月7日　羽子板遊び

 保育ママ募集　詳しくは子ども家庭支援センターまで
 就学前のお子様の身体測定 15日（月）～ 19日（金）
 ※水曜日は催し時間以外になります。 

■問い合わせ・申し込み　健康課保健係　電話　2-5570

アンケートにご協力ください！

   八丈町では、次代の社会を担う子どもたちとその家庭を取り巻く環境を整備し、子供たちが健やか
に育つことを目的として、八丈島で講じられるさまざまな施策や取り組みを総合的に推進するための
「八丈町次世代育成支援対策推進行動計画」を策定します。
　  この計画は、平成１７年に第１回目の行動計画が作られ、５年ごとに見直されるもので、今年その
基礎となるアンケートを、次の要領で実施します。

○対　　象　小学生以下のお子さんがいらっしゃる家庭
○実施期間　12月 1日（月）～22日（月）
○実施方法　対象家庭に町からアンケートを郵送しますので、記入して同封の封筒で
　　　　　 返信してください。

■問い合わせ　住民課厚生係　内線２３１

■問い合わせ　子ども家庭支援センター　電話 2-4300

   3 ～ 4か月乳児健康診査  16日（火）　午後1時15分～1時45分受付
　○対象　平成 20年 7月 15日～平成 20.年 9月 16日生まれの乳児

  1 歳児歯科健康診査　　10日（水）　午前9時15分～10時受付
　○対象　平成 19年 9月 11日～平成 19年 12月 10日生まれの幼児

・すくすく相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター
  12月 15日（月）　午前9時30分～11時 30分　　

  日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・
歯科衛生士が応じます。母子健康手帳を持参してください。

※健康の対象者には個別通知します

 ～未来の社会を担う子どもたちのために、より良い八丈島に～
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● INFORMATION　八丈町長選挙／長寿医療制度／町立保育園

お 知 ら せ
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● INFORMATION　親 医療証／温泉代替工事／調理師届出／医師等届出

　 掲 示 板
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● INFORMATION　ノヤギ拡散防止網／苗木配布／都道と町道の変更

お 知 ら せ



広報はちじょう

13

　● INFORMATION　水道工事店年末年始の営業／生鮮食料品価格／航路ダイヤ／訂正

　 掲 示 板
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● INFORMATION　みんなのオリンピック／フットサル大会チーム募集／ボウリング
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　● INFORMATION　高齢者演芸大会／ AED講習／法律税金相談／ロベまつり
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● INFORMATION　年末年始の業務案内／八丈町職員募集
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● INFORMATION　おじゃれ 11万人／芸能文化交流／来島者数



SCHEDULE
2008 12月

三　 根
公民館

大賀郷
公民館

樫　 立
公民館

中之郷
公民館

末　 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町　 立
八丈病院 保健所 坂上老人

福 祉 館

日 月 火 水 木 金 土

町 立 病 院
臨 時 診 療 日（受付時間  受付時間  / 8：00～ 11：00）

八丈町役場　出張所 /三根 : 2-0349　樫立 : 7-0003　中之郷 : 7-0002　末吉 : 8-1003 100％再生紙を使用しています   

12月のゴミ分別回収

温泉休業日  

資源びん

びん

金属

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

三　　根

資源

資源

資源

資源

大　賀　郷

資源

資源

資源

びん

樫立･中之郷･末吉

資源

資源

資源

資源

びん 金属金属

金属

金属

金属

金属金属金属

金属

･･･燃えるゴミ ･･･空きびん ･･･資源ゴミ ･･･有害ゴミ

29 日（月）から 1 月 3 日（金）まで、
各町営温泉は休まず営業します。

･･･金属ゴミ

三

三

大 樫

樫

中 末

末

保保福

保福

保福

町病 上老

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 15日（月）～ 19日（金）   9:00～
糖尿病教室 19日（金） 13:30～

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8時 30分からの受付になります。

休　業　日
ふれあいの湯 1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）

みはらしの湯 2日（火）、9日（火）、16日（火）

ザ ･ＢＯＯＮ 3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）
やすらぎの湯 4日（木）、11日（木）、18日（木）、25日（木）

　3～ 4か月
　乳児健康診査

13:15～13:45受付
保福

1
図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

2

 高齢者健康教室
 
 10:00～ 12:00

3

 

4

 高齢者健康教室
 
 10:00～ 12:00

5 6

7 8

 図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

9

 

10
  1歳児歯科健診
 
9:15～10:00受付

11

 

12

 

13

 おはなし会
 八丈町立図書館
 10:00～ 12:00

14 15
 図書館休館日コミュニティーセンター
休館日
 すくすく相談
        9:30～11:30

 16
  八丈町長選挙
 立候補予定者説明会
 八丈町役場 大会議室
 　　  13：30～

17 18

 高齢者健康教室
 
 10:00～ 12:00

19

  

20

21 22
図書館休館日 
コミュニティーセンター
休館日

23
 天皇誕生日
「みんなのオリンピック」
（講演会）   10:00～
三根小学校体育館
  図書館休館日 

24

 

25

 

26

 

 

27

28
 

29

 

30 31

  
役 場・ 出 張 所
コミュニティーセンター
町 立 八 丈 病 院
町 立 図 書 館
ご み 収 集
クリーンセンター

12月27日（土）～1月4日（日）
12月29日（月）～1月4日（日）
12月27日（土）～1月4日（日）
12月28日（日）～1月5日（月）
12月31日（水）～1月4日（日）
12月31日（水）～1月4日（日）

年
末
年
始
の

　
　

お
休
み


